
 

 個人が所有している道路「私道」とは、言いかえれば「私有地」です。 

私道に下水道を設置する場合は、本来、土地の所有者（地権者）や使用者が

自身の負担で工事をすることになります。しかし、下水道設置工事には多額

の費用がかかってしまいます。 

 そのため八戸市では、下水道が設置可能となった私道が一定の条件を備え

ている場合、所有者等が必要書類を市まで提出することで、所有者に代わり

市の負担で下水道を設置できる制度を設けています。 

 私道に設置する下水道を利用する建物が２棟以上あり、 

それぞれ所有者が異なっていること 

 道路用地が「分筆登記」されていること 

 私道の所有者全員が承諾していること 

 工事や維持管理に支障のないこと 

① 公共下水道設置代表申請書（第１号様式） 
私道の代表者１名が提出。代表者とは市役所との連絡係です。 

（代表者は、私道の所有者でも沿道住民でも構いません。） 

② 公共下水道設置申請書（第２号様式） 
私道沿道の土地・建物の所有者全員提出。 

③ 公共下水道設置承諾書（第３号様式） 
私道の所有者全員提出。また、実印での押印が必要です。 

④ 私道所有者の『印鑑証明書』 
③で押印した印影を証明するものです。 

○ 『公共下水道設置申請書』、『公共下水道設置承諾書』、『印鑑証明書』は、必ず

申請に必要な対象者全員分を提出してください。 ひとりでも欠けている場合、申

請は受理できません。 

○ 申請を受理してから下水道が整備されるまで２年ほど要します。ご了承ください。 

○ 受益者負担金は、私道に下水道が設置された翌年度に賦課されます。 

○ 制度の利用は義務ではありません。 近隣の皆様とご相談の上、ご検討ください。 

 

 

 

（ 裏面もごらんください ） 



 

○ 事情の許す限り、早めに下水道への接続をお願いします。 

 下水道処理区域では、下水道への接続が法律(※)で義務付けられます。 

下水道の整備が完了したら、「八戸市指定排水設備工事業者」に水洗化工事を

依頼し、なるべく早く生活排水を下水道へ流せるようにしましょう。 
（※下水道法第１０条及び第１１条の３） 

○ 下水道の整備が完了した翌年度に受益者負担金が賦課されます。 

 受益者負担金は、下水道が整備された区域のすべての土地が対象となり、 

原則として土地所有者が納めることとなります。なお、土地の利用状況などにより

負担金の減免（減額）や、除外（一時延期）ができる場合があります。 

 

 

ご相談・お問い合わせは 

私道の下水道設置制度の相談 

水洗化工事の相談 

下水道業務課 水洗化普及グループ 

（電話）０１７８－４４－８２５８ 

  

受益者負担金について 
下水道業務課 料金グループ 

（電話）０１７８－４４－８２５１ 
 

 

 

受益者負担金 ＝ 土地の面積（㎡）×２８０円 
 


